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景観基本計画って何？
　昨年６月、日本で初めて美しい国づく
りを目指した「景観法」が制定されました。
　七尾市では、これに基づき、個性と魅力ある景観づ
くりの基本的な方針をまとめる「七尾市景観基本計画」
を策定します。
　この計画は、先人が築いてきた歴史・文化をはじめ、
豊かな緑・水辺といった自然など、七尾市全体の景観
の特性や課題を明らかにします。
　また、今後景観づくりを重点的に進めていくべき地
区を設定し、景観づくりに取り組んでいきます。

　何のためにつくるの？
　美しい景観は、まち全体のイメージを向
上させ、市民の住み続けたいという気持ち
が高まるなど、まちへの愛着を育みます。
　また、まちの魅力が高まることで、そこ
を訪れる人々が増え、地域の活性化にもつ
ながります。

　　　 キーワード
　自然（山、樹木など）、建造物、歴史、
文化的な景観、公共施設（道路、河川、港、
公園など）、祭りなど

どうやって進めるの？
１．広報で市内の景観や作業進捗状況を紹介します。

２．市民の皆さんにアンケートを行い、意見を伺います。

３．適宜計画案を示し、意見を伺います。

４．懇談会を組織し、意見を聞きながら検討します。

５．平成18年度中を目標に策定します。
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写真提供：七尾百景プロジェクト

七尾城址から見た七尾市街

能登島大橋と七尾南湾、小口瀬戸

虫ヶ峰林道から見た巨大風車と外浦

赤蔵山憩の森（お池尻池）




